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Nagi Town Board of Education News

奈義町におけるさまざまな教育の取り組みを紹介します

発行：奈義町教育委員会学事課

―夢に向かって自ら学び

ともに高めあう「なぎっ子」―

●問い合わせ先

5月はジェットコースターのように気温の変化が激し

かったですが、6月から海洋センタープールが開放される

と、学校園では早速水泳の授業が始まりました。

中学校では数年ぶりに沖縄への修学旅行が復活し、例

年の職場体験も町内の各事業所で行われました。教育

委員会にも3名の2年生が来てくれて、町民のために考

えてしっかり業務を全うしてくれました。また、美作総体で

も奈義中生の活躍が多く見られました。暑さに負けず夏

に向けて学校園生活を満喫していってほしいものです。

ナギテラス 南出入口に「本の返却ボックス」を設置しました。図書館で借

りた本を、ナギテラスの返却ボックスに返すことができます。美術館・図書館

入口の返却ボックスと同じようにご利用ください。（サイズが大きいものは、

ボックスに入らない場合があります。）

おはなし会が行われました in こども園
こども園では毎月、図書館職員によるおは

なし会と、「おひさま文庫」の方による読み聞か

せが交互に行われています。

5月の会では、図書館から大きな絵本に加

え、大きな大きな絵巻絵本「そらとぶはちのも

のがたり」がやってきました。園児らはその登場

にビックリ！大興奮で物語を聞きました。

▲元気に宣誓をする二人の選手

▲こあら組・ぱんだ組・きりん組

の園児が遊戯室に集まります

「本の返却ボックス」を

ナギテラスに設置しました

５月３１日（日）、小学校体育館で令和７年度奈義町スポーツ少年団開校

式が行われました。 団員を代表してミニバスケットボール教室の元番佑月（げ

んば ゆづき）さんと岡部司（おかべ つかさ）さんが宣誓を行いました。

今年度奈義町スポーツ少年団では、９教室１０６名の団員が、指導員３０名

の指導のもと、スポーツを通じて健全な心と体を養い、チャレンジ精神とチーム

ワークの大切さを学びながら活動を行います。

初めて見る絵巻絵本に

興味津々です▼

▼図書館職場体験で

雑誌のバックナンバーを

整理する三田村くん

▲B&G職場体験で

プールの塩素濃度を計測

する森藤くんと鳥越くん

スポーツ少年団開校式が行われました

○ボックスに返せるもの…町立図書館の本、雑誌

×ボックスに返せないもの…AV資料（CD、ビデオ、DVD）、他の図書館から借り受けた

本は、破損の恐れがありますので、直接町立図書館の窓口にお持ちください。

▲上部を開けて、本を入れてください



紙面で伝えきれない教育委員会の取り組みを投稿しています！

●問い合わせ先 奈義町教育委員会学事課（文化センター内）

Tel：0868-36-4195 / E-mail：kyouiku@town.nagi.lg.jp

「奈義町教育委員会」更新中！ 

奈義を盛りあげるのは、君だ！ ～奈義×高校生プロジェクト～

子育て世代を応援する全3回の講座を開催します。

第1回目のテーマは「ネット・SNSの最新事情を知ろう」。

NTT情報技術推進ネットワーク株式会社代表取締役の篠原

嘉一氏にご講演いただきます。意外とわかっていないネットや

SNSの最新事情を、専門家から一緒に学びましょう。便利に

賢く子どもたちに使ってもらうには、まず自分が知っておかな

ければ！やさしく、わかりやすく、楽しく学べる内容なので、ぜ

ひお誘い合わせてご参加ください。

奈義町を盛り上げてくれる高校生の皆さんを募集します。奈義のこと、もっと知ろう！参加してみよう！町の行事

を盛り上げたり、アイデアを出し合ったり、仲間と一緒にチャレンジ！「何かやってみたい」「まちのことを知ってみた

い」そんな気持ちがあればOK！皆さんの一歩が新しいナギをつくります！

〈申込期間〉 ～６月２０日（金）

奈義町育英金奨学生の追加募集を行っています
団員を代表してミニバスケットボール教室の元番佑月（げ

今年度奈義町スポーツ少年団では、９教室１０６名の団員が、指導員３０名

の指導のもと、スポーツを通じて健全な心と体を養い、チャレンジ精神とチーム

・奈義町勉強会 ・ 行事に運営側で参加

・夏まつりに出店 ・ALTの皆さんと英語交流カフェ

・広報紙の記事投稿 ・奈義町傑作展に出品

・フューチャーデザイン～奈義の未来を想像～ etc..

参加者は活動期間中、

文化センターや海洋セ

ンターの利用料金が

免除されます★

【改正後の所得制限基準】

（世帯全員による）
町では、町内に保護者等が居住し、学校教育法に定める大

学（短期大学、大学院を含み、通信は除く）または専門学校に

在学する学生に育英金（月額50,000円以内）を貸与します。

このたび、貸与条件の所得制限基準を改正し、令和7年度

奨学生を追加募集しています。申請方法、その他の要件につ

いては、学事課（ 36-4195）までお問い合わせください。

世帯人数 所得金額 

２人世帯 3,360,000 円 

３人世帯 4,032,000 円 

４人世帯 4,704,000 円 

５人世帯 5,376,000 円 

６人世帯 5,824,000 円 

６人を超える場合１人につき 450,000 円を加算 

 

日 時：7月6日（日）13:00～受付

会 場：文化センター201・202室

対 象：子育て中の保護者

地域の大人の皆さん

参加費：無料

お申込みは

↓コチラ↓

☆対 象：町内在住の高校生

☆活動期間：令和7年7月～令和8年3月

☆活動頻度：月1～2回程度

☆活動場所：町内（拠点は文化センター）

☆参 加 費 ：無料

☆申込方法：右記のQRコードからアクセス

☆申込締切：～7月6日（日）

☆問合せ先：教育委員会 生涯学習課

「奈義×高校生係まで」

36-3034

こんなこと企画してみませんか？


